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緑豊かで清らかな水に恵まれた長野県は、自然環境に対す

る高い県民意識に支えられ、市街地から中山間地まで広く生

活排水対策が進んでいます。 
 

その生活排水対策の中長期ビジョンは、平成 22(2010)

年度に「水循環・資源循環のみち 2010」構想として策定し

て以来、社会情勢や各自治体の状況変化に対応させて内容を

精査するため 5 年毎に見直すこととしており、前回は平成

27(2015)年度に 2015 構想として改定しています。2020

年には改定の時期となりますが４省連名通知による「汚水処

理事業運営に係る広域化・共同化計画」との整合を図るため、

令和４(2022)年度に見直しを進め、生活排水対策の本来の

目的である水環境の保全や快適で暮らしやすいまちづくりに

加え、循環型社会の構築に向けた役割を果たし、さらには、

これからの人口減少下でも生活排水事業を将来にわたって安

定的に継続させる計画として、「長野県生活排水処理構想

(2022 改定版)」を策定しました。 
  

この構想では、下水道の整備は令和 7(2025)年度までに

概ね完了すること、エネルギー利用も含めた汚泥の利活用を

拡大すること、広域化･共同化により事業の効率化や事業全体

の温室効果ガス排出量削減を図ることなど、これからの生活

排水対策の取組を明らかにしています。 
 

「第五次長野県環境基本計画」の基本テーマである「共に

育み未来につなぐ豊かな自然と確かな暮らし」を目指し、本

県の美しく豊かな環境を将来の世代に引き継ぎ、そして、県

民の皆様の確かな暮らしを支え、安心安全な生活を送ってい

ただくため、この構想に基づく共通認識のもと、県は市町村

と連携しながら、「持続可能な生活排水対策」の取組を進め

てまいります。 

 

 

令和５年(2023 年)３月 

長野県環境部長 猿田 吉秀
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